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摘 要

障害者が旅行す る場合、現地での移動や介護な どの支援 を受 けることが必要であるが、我が国ではユニバーサル ツ

ー リズムセンター(バ リアフ リー ツアーセンター)な どが よ うや く全 国で10～20か 所程度出来てきた ところである。

本研究は障害者の旅行の基本である交通予約 ・配車センターにスポ ッ トを当て る。 この移動支援セ ンターは 日常のシ

ステムであるが、障害者が旅行す るためのユニバーサル ・ツー リズム ・センターの移動 の部分を担 う重要 システムで

ある。本研究は、 日常生活における移動困難者の外出を支える重要な仕組みである 「移動支援セ ンター」を、わが国

で初めて構築す る上で、移送サー ビスの潜在需要を推計 し、 さらに需要量を把握 した。それ らの需要に対応 した 「移

動支援セ ンター」の基本機能を提示 し、具体的に運営す る仕組みを構築 し、「世田谷移動支援セ ンター」で実際に試行

運営を行 う中でその効果 を確認 した。 しか し試行段階では登録人数が潜在需要に比べて少 なく利用頻度 も低い こと、

外出 目的が医療等の行為に留まることな ど、センターの活用状況は必ず しも活発ではない。 これ らの結果 を踏 まえて

今後の課題 として、需要 を顕在化 させ る道筋や相談機能 の強化などを提示 した。

1.研 究の背景 と目的

1.1背 景

高齢化社会の進展、障害のある人の社会参加 の拡大

の中で、移動困難者が 自由に使 える移動 手段 の確保が

必要であ り、大きな課題 となってい る。

しか し2000年 以前、ボ ランテ ィア以外に移送サー ビ

スの担い手は極 めて少な く、特 定の 自治体(例 えば町

田市)や 行政委託 ・助成 による送迎サー ビス(社 会福

祉協議会など)が わずかに存在す る程度であった。 こ

のよ うな状況を改善す る動きは、2000年 の介護保険制

度 の施行 に伴い、ヘルパー資格 を持 った運転 手が、介

護事業を行 う所謂 『介護 タクシー』 を各地で事業化 し

たのが始ま りである。その後2002年 の福祉 輸送限定許

可による 「福祉限定タクシー」(道 路運送法第4条)、

2004年 の(主 にNPO等 による)白 ナ ンバー車両の有償

運送の特例許可が行 われ現在 に至ってい る。
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しか し現状 ではNPOや 福祉限定タクシーな どの移送

サー ビス事業者が少ないこと、利用 には予約 が必要な

ことか らニーズに即応 した移送サー ビスを受け難い こ

と、特 に高齢者 には介護保険対応以外の移送サー ビス

が周知 されてお らず利 用が進 まない こと、少 ない供給

を効率的 に利用す る必要がある ことな どの状況があ り、

利用 しやすい環境 を整備 す るためには移送サー ビスの

予約受付 と配車機 能 を担 う仕組 が必要 とされている。

なお欧米諸国では この よ うな機能 を有す る組織を交

通 デ ィ ス パ ッ チ セ ン タ ー(TDC:Transport

DispatchCenter)と 称 し、1970年 代 か ら稼動 してい

る。潜在化 した利用者 と分散 している事業者 を、TD

Cが 存在す ることで効率的に繋 ぐことが可能 となるが、

多様 な移送 サー ビス事業者に対 して、予約 ・配車 を依頼

で きるTDCの 仕組みは、わが国では未発達 であ り、

その事例 も殆 どなか った。(ボランテ ィア仲 間の融通 と

しての共同的な運行は一部 で運用 され ていた)

わが国 において も、TDC機 能 の必要性 は高 いもの

の、2004年 に 「枚方市共同配 車セ ンター」(大 阪)が

移送サー ビスの配車 を始めて以降、TDC機 能 を 目指

した 「移動支援セ ンター」の試みは世 田谷 区、町 田市、

杉並区程度 と数少 ない。その他 、福祉 限定タクシーの

事業者が協力 して企業や組合が配車セ ンターを設置 し

配車 している程度で 、TDCは まだ十分定着 していな
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なお、わが国のTDCは 必ず しも配車機 能 を有 して

いない ものもあることか ら、本論 では欧米諸国のTD

Cと 区別す るため、以下TDCを 「移動支援セ ンター」

と総称す る。

1.2既 往研究

移動困難者 の移送サー ビス需要層の把握 については、

三星 らr)2):3)1)に よるア ンケー ト調査等 による需要

構造や需 要の潜在化要因が報告 されてい るが、需要 に

対応 した移動支援サー ビスの提 案までは行 っていない。

また、猪井 ら5)ω による移送サー ビス利用者 のバ ス交

通利用 の可能性調査の 中で移送 サー ビス利用者の交通

需要内容 の把握 を行 っているが、需要 に対応 した移動

支援 サー ビスの提案 までは行 っていない。更に 「移動

支援セ ンター」が移動 困難者 の どのよ うな需要に対応

で き、あるいはできていないか を検討す るよ うな調査

研究は、わが国に 「移動支援セ ンター」が存在 してい

なかったっために、従来全 く行 われて こなかった。

1.3目 的

そこで本論では、移動困難者の潜在化 した外出ニー

ズを推計 し、それに対応して配車まで担 う 「移動支援

センター」が、どのような機能を有 し業務を実施 して

いるか、また既往のセンターの利用実態から問題点を

把握 し、改善のための課題を明らかにするために、世

田谷区の 「移動支援センター」を対象にして以下の調

査研究を行った。

①わが国の移送サービスの需要と供給について、定量

的に研究されたものはほとんど無 く、移動システムの

計画作 りが困難な状況にある。このことからサンフラ

ンシスコ市の移送サー ビスの実態を参考に、世田谷区

にはどの程度の移動困難者の需要規模があるかを推計

した。

② 「移動支援センター」はわが国では10例 に満たず、

稼動 し始めて間もないことから、その基本機能がどの

ような仕組みと内容を備えているかを明 らかに した。

③ 「世田谷区福祉移動支援センター」の初期運用実績

か らみた機能の評価を行い、わが国では今まで存在 し

なかった 「移動支援センター」の利用実態から、どの

ような移動や利用の構造を持ち、問題点や課題を有し

ているかを明らかにした。

なお、本論で 「移動」はLL自 立的な人が多様な手段

を用いて外出すること"を 指 し、「移送」は主に"移 動

支援を必要 とする人に福祉車両を使用 した移動のサー

ビス"に 限定 して用いている。

1.4「 移動支援セ ンター」の現 状

2004年 にお ける 白ナ ンバー車両の有償運送の特例

許 可をきっか けに して、大阪の枚方市で 「枚 方市共同

配車セ ンター」(2004年11月)が 事業 を開始 し、我が

国で初 めて多様 な担 い手 を共同配 車す るx能 を 目的に、

「移動支援 セ ンター」が設立 され た。

その後各地で、共 同配車についての検討 が行 なわれ 、

地域 にある移送 サー ビスの担い手等の現状を背景に、

多様 な仕組 みが検討 され 「移動 支援セ ンター」が実施

に移 された。「東京福祉 タクシー総合配車センター」(東

京)、 「世 田谷福祉移動支援セ ンター」「杉並区移動サー

ビス情報セ ンター」(東京)、 「大阪福祉 タクシー総合配

車セ ンター」(大 阪)、 民間の福祉 タクシーの配車セン

ター(各 地)な どが稼動 してはい るものの、数例に過

ぎないのが現状 である。

なお ここで 「配車」 とは"利 用登録 した会員等に対

して予約受付 し、移動支援セ ンター支配下にある車両

を用いて送迎す ること"を 言 う。「取次」とは"移 動支

援セ ンター に協力する移送サー ビス事業者が、移動支

援センターか らの打診 あるいは予約 を受託す ること"

を言 う。

皿.移 送サー ビスの需要 と供給

ここでは、移送サー ビスの需要 と供給の観点か ら、

人 口規模 の類似 した世 田谷 区 とサ ンフランシスコ市 と

の比較 を通 して、世 田谷 区におけ る移送サー ビスの供

給量が少 ない ことを明 らか にす る。

2.1世 田谷区における需要推計 と移送サー ビスの供給

(1)世 田谷区の移送サ ー ビスのニーズ調査の概要

わが国の移送サー ビスは大都市か ら発達 し、地方で

は未発達 である。その中で も世 田谷区は比較的供給 に

おいて充実 してい るグルー プに位 置づ け られ、移送サ

ー ビスが最 も進 んでいる都市の うちのひ とつ と考 えて

よい。

世 田谷区の移送サー ビスの需要構造 に関す る既往研

究 として、金 ・坂本 ・秋 山 ら7)は 世 田谷区の介護保険認

定者 と障害者手帳保持者 を対象 としたア ンケー ト調査

か ら、「移送サー ビスの利用者」及び 「非利用者で利用

意向のあ る者 の潜在需要」を母比率の推 計(信 頼水準

95%の 区間推計)を 用いて算出 し、需要構造 を明 らか

に したが、区全体の需要量までは推計 していない。

そ こで本論で は筆者 らがアンケー ト設計 に携 わ り、

2005年 に世田谷 区が実施 した 「高齢者及び身体障害者

の移送サー ビスニーズ調査」(以 下2005世 田谷調査)

を再集計 し、世 田谷区にお ける移送サー ビス需要量の

推計 を試み る。調 査概 要を表1に 示す。
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表1 世田谷区高齢者及び身体障害者の移送サービス
ニーズ調査の概要(2005世 田谷調査)

方 多去 調査票1こよるアンケー ト

調 査 酉己布:2005年10月24日

期 間 回 収:2005年11月19日

区 域 世田谷区全域

② 「齢者:750人 ②F章害者:750人

要支援力・ら要介言糞 肢体 不 自由250人

調 査 まで各介護保険認 内音に巨章害者100人

対象者 定 者 各100人 、 言十 人工透析患100人
600人 視覚F章害者100人

言十550人
一般高齢者(高 齢 知的 匡章害者 、聴覚平

者のみ世帯、単身 衡機倉旨β章害者、音声

世帯150人 言語β章害者、難病者

各50人 、 言十200人

調査対 区内a)要 介言隻認 定 区内のF章害者 手帳

象人ロ 者23,469人 所持者19,815人

抽出率 区内の要介言萎認定 区内の蔭章害者 手帳

者0)3.2% 所持者の3.8%

酉己布数 酉己布:1,500票

回収率 回 収;859票(回 収 率:57.3%)

*調 査対象者の 「②障害者750人 」には、障害者手

帳所持者で65歳 以上の高齢者を含む

(2)各 類型の利用意向率の推計

「2005世田谷調査」における移送サービスの対象者

を 「障害者手帳所持者」或いは 「介護認定者(原 則65

才以上)」とし、その有無から4類 型を設定 し、類型ご

とに利用意向率を算定した。類型の内容及び類型ごと

の区全体の人 口は図1の 通 りである。

各類型の利用意向率の算定の方法は、まずアンケー

トから各類型内の属性 ごとの利用意向率を算定 し、次

に属性 ごとの世田谷区の人口に拡大させて属性 ごとの

利用意向人ロを推計 し、その合計値を、各類型の利用

意向人口とした。最後に各類型の移送サービスの利用

意向率を算出した。

表2類 型1の 利用意向率の算定(障 害者手帳所持、65

歳未満)

障害者手帳所持

(17,050人)

障害者手帳な

(15,700人)

類型1

介言蔓認定 な し

(6,591人)

類型 皿

介言萎認定あ り

(9,220人)

類型N

介言黄認定あ り

(15,700人)

類型皿

介護認 定な し

(1,239人)

属 性 区分*3

アンケー ト結 果*2 区 全体*1

有 効 回
答数
(人)

和1用
意 向
数
(人)

痢1用

意 向

率

(%)

A

属 性

男噸 人

口*z

(人)

B

和1用意

向 人 口

(人)

Ax6

視覚障害 20 6 30.0 526 158

聴覚平衡障害 15 4 26.7 549 147

肢体不自由 45 19 42.2 3,660 1,545

内部障害 36 7 19.4 1,653 321

音声言語障害 16 5 31.3 203 64

合 計

(対B抽 出率)

132

(2.o%〉

41

一

6,591 2,235

33.94io

65歳 未 満

(6,591人)

65歳 以 上

(26,159人)

表3類 型IIの 利用意向率の算定

65歳 以上、介護認定あり)

*()内 は 類 型 ご と の 世 田 谷 区 人 口

図1移 送 サ ー ビス 対 象 者 の 類 型

各類 型 の利 用 意 向 率 の推 計 値 の 結 果 は以 ドで あ る,、

・類 型1の 利 用 意 向 率=33 .9%(表2参 照)

・類 型IIの 利 用 意 向 率=3fi .6%(表3参 照)

・類 型mの 利 用 意 向率=17 .8%(表4参 照)

・類 型IVの 利 用 意 向 率=31 .4%(表5参 照)

この調査で 「移送サービス利用者(利 用 した経験が

ある人、利用している人)」及び 「移送サー ビス非利用

者で利用意向のある人」を調査 しているが、前者は顕

在化 した需要、後者は潜在化 した需要と考えられる。

ここではその両者を合わせて 「利用意向者」 とする。

なお利用意向は介護度、障害内容(障 害者手帳所持者

の属性)に よりばらつきがあるため、各属性の 「利用

意向率」から区内の介護度別、障害別人 口をべ一スに、

移送サービスの需要量を今回改めて推計 した。

(障害者手帳所持、

属性区分

アンケー ト結 果*z 区全 体*i

有 効 回
答
(人)

和1用
意 向
数
(人)

零1用

意 向

率

(%)

A

属 性

男11人

口

(人)

B

禾ll用意

向人 ロ

(人)

AxB

要支援 26 3 11.5 1,393 160

要介護1 33 14 42.4 2,850 1.20$

要介護2 24 3 12.5 1,476 185

要介護3 30 13 43.3 1,212 525

要介護4 25 lz 48.0 1,158 556

要介護5 23 15 65.2 1,131 737

合 計

(対B抽 出率)

161

(1.7°/n)

60 一

一

s,zzo 3,371

36.6%

(3)世 田谷 区の移送サー ビスの需要 と供給の推計

移送 サー ビス対象者の類型別利用意 向人 口と、類型

に入 らない 「障害者手帳 な し、65歳 以上 、介護 し」高

齢 者(い わゆ る元気 高齢者)、及 び 「知的障害者,難 病、

一119一



精神障害者」(以下両者合わせて 「一般高齢者等」と称

す)の 利用意向を統合 して、区全体の移送サービス利

用意向人口を推計する。

表4類 型皿の利用意向率の算定(障 害者手帳所持、65

歳以上、介護認定なし)

アンケー ト結 果*2 区 全 体*1

有 効回 和1用 和1用 属 性 和1用意
答 意 向 意 向 男g人 向人ロ

属性区分 数 率 口 (人)

(人) (人) (%) (人) AXB

A B

自 立 ・無 回 11$ z1 17.8 1,239 221

答(文ナB抽 出 (9.5%) 17.8%

率)

表5類 型Nの 利用意向率の算定(障 害者手帳なし、65

歳以上、介護認定あり)

属性区分

アンケー ト結 果*2 区 全 体*1

有効 回
答

人

零1用
意 向
数 人

零1用
意 向
率

A

属 性 男ll

人 ロ

人B

承1用意

向 人 ロ

AxB

要支援 53 12 22.6 2,372 536

要介護1 36 7 19.4 4,852 941

要介護2 43 10 23.3 2,512 585

要介護3 26 14 53.$ 2,065 1,111

要介護4 30 9 30.0 1,973 592

要介護5 43 26 60.5 1,926 1,165

合 言十

(対B抽 出率)

231

(1.5%)

78 　

』

15,700 4,930

31.4%

*注 は、 表2,3,4,5と も共 通

*1障 害者 手 帳 所 持者 の人 ロは2005年4月 の 区資 料

*2世 田谷 区報 告 書8)か ら再集 計

*3障 害 者 手 帳所 持 者 の 内重 複 障 害 者約5.7%を 除外 して推 計

ただ し現時点 では 「一般高齢者等」の利用 意向が把

握で きていないため、2.2で 報告す るサ ンフ ランシス

コの移送サー ビスに関す る独 自調査で把握 した、パラ

トランジ ッ トの利用登録者数(全 人 口比)約2.2%を 世

田谷区に適用す るこ ととし、2.2%に 見合 う 「一般 高齢

者等」の利用意 向率 については暫定値 として5.0%を

あ て た。 そ の 結 果 、 世 田谷 区の 高齢 者 ・障 害 者 約

152,000人 の うち約16,700人(全 人 口比約2.1%)を

「移送 サー ビス利用意向人 口」 とした。表6参 照。

次に世 田谷 区にお ける移送 サー ビスの供給量の推計

であるが、区内で移送サー ビスを提供 してい る福祉有

償運送 団体(22台)及 び 「福祉限定 タクシー」(28台)

の計50台 の車両 の最大供給可能量 を推計 し、約65,000

トリップ/年 と した。(表7)こ れは移送サー ビス利

用意 向者が、(全て福祉 限定タクシーであ る必要 はない

が)年4回 しか利用 できない レベルであ り、供給量 の

増大 と効率的な利用システムの構築の必要性が明らか

とな っ た 。

表6類 型別 移送サービス利用意向人口の推計

属性 区分*2 区の対象人

ロ推計*7
和1用意

向

率%‡
5

零1用意向

人ロ推言十

類型I
F章害者手帳所持

65歳 未満

6,591人 33.9 2,234人

類型II

F章害者手帳所持

65歳 以上

介言蔓認定あ り*:1

9,220人 36.6 3,375人

類型皿
F章害者手帳所持
65歳 以上

介言隻認定なし

1,239人 17.8 221人

類型N
匡章害者手帳なし

65歳 以上

介言隻認定あり

15,700人 31.4 4,930人

(ノ」・ 計) (32,750) (32.9

)

(10,760)

匡章害者手帳なし

65歳 以上

介言糞認定なし

111,754人 暫定{直
*4

5.0

5,588人

知 白勺β章 害,難

病 、精ネ申β章害

7,454人 暫定イ直
*・ 茎

5.0

373人

(ノ」・ 計) (1r9>ZOg> (5.0) (5,961)

合 計 151,958人 11.0 16,721人

*1障 害者手帳所持者、介護認定人口は2005年4月 の区資料

*2障 害者手帳所持者の内重複障害者約5。7%を除外して推計

*3障 害者手帳所持者で介護度別人]は アンケートから推計

*4暫 定値5%は サンフランシスコの利用登録者約2.2%に 近

似させるための暫定値である

*5世 田谷区報告書H)から再集計

2,2サ ンフランシスコにおける移送サー ビスの供給

世 田谷 区の移送サー ビスの状況が米国 と比較 しどの

様 な位置 にあるのかを確認す るために人 口規模が同程

度 のサンフランシス コを対象に独 自調査 を行 い比較 し

た。S31

米 国ではADA(障 害 を持つアメ リカ国民法1990)

成立以降、一般 の人を対象に した乗 り合いバ ス・鉄道 を

運行す る公的機 関は、 これ を利用で きない人 に補完的

な交通機 関 としてパ ラ トランジ ッ トを提供す ることを

規定 し、パ ラ トランジッ トの運行マニュアル(1992)

を整備 している。サ ンフランシスコ市(人 口約75万 人)

で は 、2005年 の パ ラ トラ ンジ ッ トの 有資 格登録 者

16,811人(人 口比約2.2%)の 需要に対 して、供給量

約121万 トリップ/年 を提供 している。 この内施設利

用者 を除 く移送サー ビスは全市で約92万 トリップ/
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年(1人 当た り55ト リップ/年 ・人)あ り、世 田谷 区

の約14倍 の水準である。

表7世 田谷区の移送サービスの需要と供給の推計

世 田谷 区の 804,699人

人 口 *世 田谷 区統計書人 口編 、,2005年

4月1日 現在

高齢者人口 137,913人(17.1%)

(65歳 以上〉

移 送 サ ー ビ 糸勺16,700人(人 口歩ヒ約2.1%)

ス の 禾ll用 意 *禾1」用意向の推計イ直1こ、調 査対象以

向人 口の推 外の高齢 者(元 気 高齢 者)、 精ネ申

計1直 β章害者等の禾1」用をイ寸力ロした数f直。

移 送 サ ー ビ 約65,000ト リップ/年*1

スa)最 大 供 (平成17年 度)

糸合可能量

。*1移 送サービスの最 大供給可能量の推計

・福祉有償運送団体(NPO等)の2004年 度実績15 ,337

トリップから、約15,000ト リップ/年 と推計。

・福祉 限定タクシーは 「世 田谷 区車椅子用補助 券」契

約事業者26台 、区の借上げ 「リフト付 タクシー」2台

の計28台 が150ト リップ/月 供給すると仮定して、最

大供給 可能量を28台 ×150/月 ×12ヶ 月 ≡50,400

トリップとした。報告書8)による。

検討対象 とす るわが国の 「移動支援 セ ンター」は、

この2年 間に提案 された10ヶ 所 の事例 とす る。基本的

な分類 はまず 「移動支援セ ンター」で 「配車」或い は

「取次」を行 な うか否かに よ り2つ に類型化す る。次

に、「移動支援セ ンター」が 「配車」又 は 「取次」の ど

ちらを行 うのか及び、所属す る移送 サー ビス事業者 の

種類 のか ら、3つ に区分 し、具体的な手順 を表8に 示

した。

表8「 配車 ・取次」機能による分類

共同配車セ ンター

【事例:枚 方市、町 田市】

取次 センター

【事例:世 田谷 区】

福祉 限定 タクシー配車セ ンター

【事例:東 京福祉タクシー配車センター 、大阪福祉

タクシー総合配車センター 、民 間の配車センタ

1

②相談 ・紹介 を主 と し配車 ・取次 を行なわない

相談 ・情報セ ンター

【事例:杉 並 区、板橋 区(社 会実験)、 横浜市 、

神戸制

*類 型Bの 構成図は、4.2(4)参 照

皿.「 移動支援 セ ンター」の基本機能の現状 と問

題点

ここではわが国で稼動 してい る「移動支援セ ンター」

の分類及び機能面について整理す る,,

3.1「 配車 ・取次」機能 に着 目 した、移動支援セ ンタ

ーの分類

(1)移 動支援セ ンター の 「配車 ・取次」機能

利用者が 「移動支援セ ンター一」 に相談す る 目的は、

自分が外 出する必要があるか らで ある。 そのため、 こ

のよ うな相談機会 を提供す るこ とで、 どのよ うな移送

サー ビスを使えるか分か らず に潜在化 していた移動 ニ

ー ズを 「移動支援セ ンター」が掘 り起す ことができる。

その上で利用者のニー ズに対応で きるように、多様 な

移送サービス事業者(福 祉限定タクシー、一般タクシー 、

NPO等)の 協力を得て、適切な配車・取次 ・情報提供 を行

うのが「移動支援センター」の重要な機 能の一つである。

なお、 「移動支援 セ ンター」 に車両が所属 しない た

めに直接配車が出来ず 、利用者 と事業者 を取次 ぐ事例

も多い ことか ら、ここでは 「配車」及び 「取次」「情報

提供」機能 も加えて 「移動支援 センター」 とい う。

(2)「 配車 ・取次」機能 による移 動支援センターの分類

表8の 配車・取次 ぎ機能の各区分について解説す る。

A:共 同配車センター=図2参 照。「移動支援センター」

に所属す る車両 があり、その車両 を直接 配車できる機

能 を有し、かつ 当該センター に協力する福祉 限定 タク

シー・NPO等 の車両の取 次ぎを、登録 した利用者 に行

なうケースである。タクシーとNPO等 の両方の移送サー

ビスを配車 ・取次ぎす ることが特徴 である。ただし、NPO

等 の移送サービスを受けるには、当該団体の会員登録

が必要なことから、利 用(あ るいは取次ぎ)に 制約があり

利用 の自由度は低い。

B取 次 ぎセ ンター=図5参 照 。「移動 支援センター」

に所属 する車両 がなく、協力 する福 祉 限定タクシー ・

NPO等 の車両の取 次ぎのみを、登録 した利 用者 に行

なうケースである。当該センターでは、利用依頼 に対し

て、即配車の判断 はできず 、協力事業者への打診と受

託を確認 する行程 が必要となり、その間の時 間が必 要

となる。NPO等 の車両の取次 ぎは、A:共 同配車セ ン

ターに同等 である。

C:福 祉 限定タクシー配車セ ンター=図3参 照。「移動

支援センター」加盟の 「福祉限定タクシー」のみを配車 ・
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取 次ぎするケースである。ここでは 当該センターへ の会

員登録 は行 わない(顧 客登録 はある)。またタクシーの

事業の効 率化として実施 している側面もあり、NPO等 の

連携はないか、極めて弱 い。

D相 談 ・情報 セ ンター;図4参 照。 「移動支援センタ

ー」に登録した移送サービス事業者 ・NPO等 の情報を

利用者やケアマネージャー等の中間支援者 に提供し、

適 切な事業者を(複 数)紹 介するケース。この場合 、移

送サービス事 業者 を選 択するのは利用者でありセンタ

ーは関与 しないことが多い。以上の特徴 を表9に 示す。

枚方市共同配車センター

(社福)で あい共生舎

福祉移送サービス事業者(25%)

市の委託事業等

図2A:共 同配車セ ンターの構成図

表9配 車・取次機能からみたセンターの特徴

区 分 酉己車取次機

能

センターの類型

A 6 C D

事業者 センター所 属

の車 両

●

福 宅止限 定 タク

シー

△ ● ● ●

福祉有償運

送 団 体

(NPO等)

△ △ 0

サーヒ'ス 酉己車 ● ●

取次 D ● D

相談 ・情報

提供

△ ●

和1用者 会員登録 ● ●

事 例 事例 枚方
町田

世 田

谷

福 祉

タクシー

センター

木多並
板橋
横浜
神戸

凡例 ●:主 要な機能

○:有 する機能

△:ケ ースに よ り対応

3.2「 相 談 ・情報 提供」機 能を持つ「移動 支援センター」

の役割

ここでは潜在化 したニー ズの掘 り起 しと、車 両予約

の煩雑 さの2点 につ いて問題点 を整理す る。

(1)潜 在ニーズの適正な対応の必要性

移送サー ビスの普及 のた めには、潜在化 したニーズ

を如何に発 見す るかが重要であ るが、一方で移送サー

ビスの運 賃 ・料金が公共 交通 のそれ に較べ て過 大にな

らない ことが重要 である。移 送サー ビスの場合、1ト

リップあた りの総 コス トが3,000～5,000円 程度かか

るため、 この よ うな コス トでは利用者の負担が大 きい

こと、また タクシー券の支給 な どの公的負担はあ るも

のの十分な外出を確保 できるほ ど支給 されていない。

このため移動困難者 は移動障害 を持っが故に健 常者

の移動 コス トに付加 され る費用が多 く、 自費での移動

(荊1用 者)馨 置籍饒

予約↓
東京都福祉タクシー総合配車センター

(社)全国福祉輸送サービス協会東京支部

配車
「F

1福 祉 限定タクシー(100%)1

図3C:福 祉タクシー配車セ ンターの構成図

市 の 補 助 事 業

(2006^-2007)

事業者紹介

よこはま移動サービスセンター(おでかけ相談室

NPO法 人 横浜移動サービス協議会

図4D=相 談 ・情報セ ンターの構成図

では負担が大きい。更に、わが国の介護保険に拠る

移送サービスは通院など目的限定性が強い(娯 楽には

使えない)な ど、こうした制約や高負担のために利用

者の移動は潜在化する可能性が高く、その実態の確認

は困難である。そのため、実態を把握するための一つ

の手法が 「移動支援センター」の相談 ・情報提供機能

である。

(2)複 雑な予約方法の解消

わが国の移送サービスの事業者は複数の業態に分か

れて並存 してお り、道路運送法の中で許認可や登録の

区分が異なるために、利用の制限も複数存在 し、利用

者や中間支援者に極めて分か りにくい仕組みとなって

一122一



いる点も見逃せ ない。従って、現在の多様 な移送サー

ビスを 自分のニーズに合わせて使い こなす ことは利用

者に とって非常に困難があ り、特に福祉 限定 タクシー

や訪 問介護 事業所、NPO等 の利用 につ いて 、総合的

に相談で き情報 を得 られ る機 能が必要 とされてい る。

3.3供 給機能の向上の必要性

(1)人 材育成・研修

移送サー ビス事業者 ・NPO等の数は現状では不足して

いる。福祉限定 タクシーは採算の悪い事業構造があり

(予約が原則で流しができない、業務に見合った収入が

得られないために非効率である、車両コストが高い、個人

事業者が多く零細であるなど)、介護保険業務での移送

サービスは制約が多く赤字体質である。また、NPO等

は会員限定で利用者が選択できる自由度は低い。

これらの制約の中で担い手を増やすための「人材育

成」事業も 「移動支援センター」に期待されている。また

実際に「配車・取次」された事業者のサービス水準の維持

も求められ、「研修」も重要となる。

(2)「移動支援センター」の運営基盤の総合的強化

①マネジメン ト機能;「移動支援センター」を運営する

ための運営組織、広報活動(利 用意向のある人に認知

されることがまず必要)、センター人材の育成(円 滑に

サービスを提供できる人材確保・育成)、 財源の確保な

ど、センターを稼動させるためのマネジメン トが必要

である。

②運営組織;わ が国の 「移動支援センター」の運営

主体は、企業、事業者組合、社会福祉法人、NPOと

多様である。運営組織 としては、移送サービス事業者

とNPO等 の間の協力 ・理解を深める運営組織(運 営

連絡会等)の 設置が不可欠である。

③中間支援者との連携;特 に高齢者で移動困難な介

a認 定を受けている利用者は、介護保険制度との関係

でケアマネージャーに相談することが多 く、移動に関

する相談の窓口にもなっている。そのため、ケアマネ
ージャーや地域包括支援センター等の中間支援者への

周知が重要である。

④財 源;移 動支援センターの機能を事業として運

営する経費については、「福祉限定タクシー」のみを配

車・取次ぎするケース以外は、利用者や事業者から利用

料を徴収しない事業形態がほとんどであ り、経済的に

自立できない。そのため、自治体の補助金か委託によ

る運営となっている。この点は行政が公的資金をどの

様に支出するかにかかっている。例えば公共の福祉施

設の送迎は公的資金で負担 していることが多い。また

バスパスや福祉タクシー券制度などにも公的資金が使

われている。今後効果的な公的資金の活用 も含めて、

移動に関する施策を総合的、統合的に見直すべき時期

にきたと考えられる。

1V.世 田谷福祉移動支援センターの計画と事業内

容

4.1世 田谷 区の移送サー ビス利用対象人ロ

わが国の移送サー ビスの利用 者についてはほ とん ど

デー タが無 く、供給 を検討す る上での支 障になってい

る。 ここでは、2.1(3)世 田谷 区の移送サー ビスの需

要推計で得た人 口比約2.1%、 約16,700人(2005年

推計)に 基づ いて、世 田谷福祉移動支援セ ンターの計

画 を行 うために、移 送サー ビス利用対象 人 口の基礎 的

なデー タ(2005年)は 表1、 表7に 示 し、障害者等 の

人 口の内訳(2006年)を 表10に 示す。

表10障 害者等の人ロの内訳

区 分 総 数 人
身f本匡章害者手帳所持者 17,372

愛の手帳所持者 2,908

精宇申蔭章害者{呆健福祉手帳発丁〒数 1,z56

難病(ノ 」・JL慢性疾患1ま除 く) 4,969

合 計 26,505

*世 田谷 区保健福祉総合事業概要

ら作成(2006年4月1日 現在)

*重 複障害(約5.7%)を 重複計上 している

18年 度版資料編か

4.2世 田谷福祉移動支援セ ンターの概要 と機能

(1)

世 田谷 区で は

「高齢者 、

一環 と して 「世 田谷福祉移動支援セ ンター」

運営 を進 めてい くことが計画 され た。

世田谷福祉移動支援センター設置の背景と目的

2005～2007年 度の実施計画の中で、

障害者等が安心できる移動環境の整備」の

の整備、

それを実現する

ために、以下の目的で 「世田谷福祉移動支援センター」

を設 置 され た。

・移動 サー ビス利用 申込み窓 口の一元化

・NPO及 び タクシー事業者の移送の供 給拡 大

・システ ムの効率的運用

・移動 に関す る相談及 び、移送 の担い手育成

(2)世 田谷福祉移動支援 センターの機能

「世田谷福祉移動支援センター」の機能は表11に 示

すように①配車・取次、②相談・育成 ・研修、の2点 が

ある。

特に①の配車・取次ぎはセンター運営の要であり、わ

が国は今までこうした経験がほとんど無 く、新 しい業

務の開発を担 う重要な部分である。利用者に対 しては

②の相談 ・情報提供事業により、潜在需要を顕在化す

る役割がある。また人材育成事業 も 「移動支援センタ

ー」が未知の事業で、人材 もほとんどいないのが現状

であることから、重要な事業である。

(3)世 田谷区福祉移動支援センター試行の計画

「世田谷福祉移動支援センター」の初年度(2006)
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は試行期間 として運 営 され 、2007年 度 以降本格運用 さ

れ ているn詳 細は表12に 示す。

表11「 世田谷福祉移動支援センター」の機能

0
酉己車

取次

情報管理事業 禾1」用者 の募集 、登録、

移動情報の管理

酉己車マネジ メン ト

事業

予約受イ止 酉己車 要望
・苦情対応

コー デ ィネー ト事

業(供 糸合Q)拡大)

タ クシー事 業者0)カ ロ

盟依頼,事 業者 間0)調

整

②
相談
育成
研修

移動木目談事業

情報提供事業

外 出 ・移 動 の 木目談 、 ア

ドノくイ ス 、情 報 提{共 ・

紹 介

人材育成事業 移 送の担 し・手育成

表12世 田谷移動支援センターの概要

項 目 内 容

事業期間 ・試 そテ期 間:2006年8月 ～2007年3

月

・本 格 実 施:2007年4月 ～

事業の禾重類 世田谷区の補助事業

実施場所 ノk幡山高齢者1舌動・移動支援施設内

運営主{本 つく1ま観光交通㈱

ス タッフ セ ン タ ー 長 、 木目談 員 、 酉己車 担 当

開設日時 月 ～ 土 曜 日(9:00～17:00)

■

(4)事 業の概要

① 世 田谷福祉移 動支援セ ンターの構成

移動支援センターの構成 を図5に 示す。セ ンターで

は利用者 の登録 を行 い(そ のた めの広 報 も必要 であ

る)、 移 送サー ビス事業者の加 盟 を進 め(そ のための

説 明会等 の勧誘 も必要であ る)、 セ ンターか らの取次

ぎルール、サー ビスの水準 、料金規定 などのルールを

共有 してい く運営の仕組みづ く りを行 うU

登録利用者
・世田谷区民/要 支援・要介護の認定者

・移動困難な障害のある人

相談は誰でも可能

世田谷区福祉移動支援センター 「そとでる」

運営:つ くば観光交通㈱(加 盟18事 業者)

福祉限定タクシー

訪問介p事 業者6事 業者

一般タクシー

(非加盟)
NPO団 体

図5世 田谷福祉移動支援センターの構成図

② 予約・取次の手順

登録利用者

センター

「そとでる」

②

移動サービスの実施

加盟事業者

①利用申込み(予約は利用日2日前まで)

②事業者へ打診(携帯メールー斉配信)

③受託確認・利用者情報の提供(利用 臥発着地等)

④受託事業者から予約者へ連絡(成約・移送実施)

⑤運行の報告(運行結果をセンターにFAX)

図6予 約・取次の手順図

4.3世 田谷福祉移動支援セ ンターの事業内容

(1)移 動の相談 ・情報提供

電話 で外 出 ・移 動の相 談 を受 け、情報提供をする。配

車 の予約を依頼する例が最も多く、次いで登録希望が多

いD

(2)情 報管理

① 利用者の募集/広 報 ・周知

・広 報:区 報 、チラシ、セターのHP等 で発信。

・中間支援組織へ の訪問説明 、説明会 の開催:居 宅介

護 支援 事業所 、地域包括支援センター、病院、福祉系

の施設などに対 して実施 。なお、ケアマネージャーから

の相談 、配 車依頼も増加傾 向にあり、利 用者 との接点

として重要な役割 がある。

・「無料試乗会」:1回 実施。

② 登録者 の情報管理(307名/2007.3.31現 在)
・登録利用者は 「世 田谷区民」「要支援 ・要介護 の認 定

者」 「移動 困難な障害のある人」を要件 と している。

なお相談 は誰で も可能 である。

③ 移動情報の管理

・「電話相談記録」「配車データ」の管理。

(3)予 約 ・取次(2007.3.31現 在)

① 予約受付

・一般配車と定期配 車の予約 がある。定期配車 は主 に透

析通院 に利用されてお り、週2～3回 あらかじめ決めら

れた曜 日と時刻 に利用 されるため、長期 間の予約がさ

れる。一般配車は定期配車以外である。

② 取次

・加盟事業者への予約取次事業(前 出図6> 。

(4)事 業者コーディネート

① 一般タクシー事業者への加盟働きかけ

積極的な対応は得られていない。訪問介護事業所を

併設する事業所において、自家用車を持ち込んで行う

移送サービスの担い手(3名)を 養成した。

② 料金体系の調整

料金は各事業者に拠ることとしているが、同じ移送サ
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一ビス内容でも事業者による違 いについて利用者から

不満もあり、福祉 限定タクシーについて料金の「標準モ

デル」を事業者間で協議し提示している。

(5)人 材育成

① 「移動サービス運転協力員募集セミナー」の実施

2005年11月11日 に開催。参加22名 。

② 同乗研修 の実施

加盟事業者の運転や接遇 について、インストラクター

が運行 に同乗す る 「同乗研修」 を実施し、希望 により

結果を運転者 に伝えた。(6名 実施)

(6)セ ンター運営の仕組み

① 「連絡会 」の開催

センターと区が共催 し、加盟及 び、加盟検討 中の事業

者が参加する会議を開き、実施情報の報告、調整 事項

の検 討等を行っている。事業者も参加 して運営 につい

て協議 している(2006年 度4回 開催)。この連絡会は公

開されている。

② 「ワーキング」の開催

「福祉限定タクシー」「介護保険事業者 」「NPO」 の個

別課題 の検討 と意 見調 整の場 として、ワーキンググル

ープの会議 を実施している。

V.初 期運用実績からみた移動支援センターの機

能評価

移送サー ビスについて適正 な運行が行 えるか否か を

決定するのは、①利用者 の移動支援セ ンター認知 と活

用、②移動支援セ ンターの運営、③財源(公 的助成な

ど)等 である。財源の拡大は今後の行 政の意思決定 に

かかわるので ここでは論 じず 、わが国に今 まで存在 し

なかった 「移動支援セ ンター」 にお ける利用者 の認知

や活用及び仕組み について、運営 当初の8ヶ 月(一 部

5ヶ 月)間 のデー タを用いて検討 し、 どのよ うな問題

点や課題 を有 してい るかを明 らかにす る。1。111)1")13)

14)15)

5.1世 田谷移動支援セ ンターの利用実態調査 の内容

(1)調 査項 目

世 田谷移動支援セ ンターに対 して、セ ンター設立の

当初 よりデー タ蓄積 の項 目と方法 について筆者 らが企

画 ・提案 した①登録利用者 リス ト、②配 車デー タ、③

利用者相談記録 の調査 については、原資料 をセ ンター

が作成 した。また登録利用者 に対 しては、④利用者事

前ア ンケー ト、⑤利用者事後アンケー ト調査 を、事業

者等については⑥ 中間支援者事後ア ンケー ト⑦移送事

業者事後ア ンケー トを筆者 らが企画 し実施 した。調査

の概要 は表13に 示 した とお りである。

表13実 施 した調査
調査項目 実施期間 母

数

回 収

率

① 登録 禾1」用 者 リス ト 2006.7^-

2007.3
307 一

② 酉己車 デ ー タ 2006.8^-

2007.3
1,511 一

③禾1」用者相談記録 2007.7^-

2007.3
584 一

④ 禾ll用者

事 前 ア ンケ ー ト

2006.9.13

-一一2006
.12.28

57 59%

⑤ 禾1」用 者

事 後 ア ンケ ー ト

2007.1.5

-一一zoo7
.x.zo

87 48

⑥中間支援者

事後アンケー ト

2007.1.5

-ZOO7 .i.z9
29 45%

⑦移送事業者

事後アンケー一ト

2007.2.15

^-2007 .2.23
27 75%

※12月 末までの配車テ㌧タを採用した場合には特記した

5.2登 録利用者の属性 と世田谷移動支援センター利

用以前の移送手段

世田谷移動支援センターの登録利用者が どのような

移動困難を持つ層であるかを事業者データと、利用者

事前アンケー ト調査結果か ら明らかにする。

(1)世 田谷移動支援センターの登録利用者の属性

登録利用者の性別 ・年令については、男女比はほ

ぼ同じ割合であり、年齢は65歳 以上の高齢者が約7

割(75歳 以上は約5割)で あり高齢者の登録が多い。

介護認定については、表14に 示 したとお り登録者

の75%の 人が介護認定を受けてお り、要介護3～5の

人が約60%で あることから、介護度の高い人の移動

の需要に対応 しているといえる。

表14障 害者手帳所持者の障害の内訳

介護度 人 数(人) 割 合(96)

要支援1,2 16 5

要介護1,2 35 12

要介言萎3～5 179 58

申言青中、不明、無回答 77 25

合 計 307 100

障害者 については、表15に 示 した とお り、約4割 の

人が障害者手帳を所持 していた。障害 の内容 は 「下肢」

が最 も多 く15%、 次いで 「体幹」が14%「 内部」が7%

で、「視覚」 「愛の手帳」 は僅か である。 この ことか ら

肢体不 自由の利用者 に対応 している と言 える。
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表15障 害者手帳所持者の障害の内訳

障害内容 人 数

(人)

害」合(%)

下 肢 45 15

37

体 幹 43 14

内 部 21 z

視 覚 3 1

愛の手帳 2 一 一

そ の他、不 明、無 回

答

193 63 63

合 計 soy 100

*「 その他、不明、無回答」には障害者手帳を所持 してい

ない登録利用者が多い。

す るためのサー ビス も必要で ある。

表17セ ンター利用前の利用交通機関(複数回答)

交通機関の種類 人 数 実 人数(57人)

1こ対 す る%

ノくス 2 4

電車 5 9

一一般 タ ク シ ー 13 23

介言蔓事業所の車両 16 28

福祉限定タクシー 26 46

NPOの 車両 4 7

自家用車 14 25

その他、無回答 11 19

合 言十 91

使用す る歩行補助 具につ いては表16に 示 した通 り

であ り、 「車いす標準型 」 「リクライニン グ式車 いす」

「電動車いす」「ス トレッチャー」を合わせ た利用者 は

76%と3/4を 占めてお り、リフ ト・ス ロープ付 車両の

利用対象者 が多 く、福祉車両の利用を必要 としている

層 の需要に対応 してい る。

X16使 用する歩行補助具の内訳

歩行補助具 人 数(人) 害闘合(%)

自立(使 用 しな し・) 6 2 2

標準型車し、す 186 61

76電動車し、す 11 4

1リク ライ ニ ング 式車 し、

す

29 9

ス トレ ッチ ヤー 7 2

杖 、歩 そテ器 19 6 6

そ の他 、不 明 、 無 回答 49 16 16

合 計 307 100

(2)世 田谷移動支援センターを利用する以前の移動手段

利用者の事前アンケー ト調査結果から 「世田谷移動

支援センター」を利用する前の移動手段は、福祉限定

タクシーの利用者が半数近くあ り、従来の ドアツー ド

アサー ビスを使っての外出が継続 している。表17参 照。

また、一般のタクシーや 自家用車か らの交通手段の転

換も実人数の約25%以 上あり、一定程度の新たな利用

者の掘 り起 しに寄与 していると言える。ただ し公共交

通機関を利用する層の利用は必ず しも多くはない。

特徴を詳細に見ると、1人 で交通機関を利用できな

いために付添いや介助が必要な人(介護事業所の車両、

福祉限定タクシー利用が46%以 上)が 多く、自家用車

で家族の付添いや介助を受けている人は25%あ る。

以上から利用者の実態は、自立移動が困難な人が多

くかつ家族の介助 ・付き添いの依存高 く家族の負担も

大きくなっている。 このことより、家族の負担を軽減

5.3移 動支援セ ンターの利用実態

移動支援セ ンターの予約受付は7月 か らスター トし

たが、8月 以降本格運用 となったため、データの集計

は8月 か ら3月 までの8ヶ 月 を中心 とした。

(1)電 話の用件 内容 と件数

用件内容別件数 は表18に 整理 した。用件別件数は重

複回答であ るが、「予約」(63%)が 多 く、次いでセンタ

ー を利用 す るた めの 「登録 」(45%)
、相談 ・情報提供

(27%)で 、 この3点 が全 内容別件数(861件)の9

割以上である。なお、7～3月 の9ヶ 月間の月間電話受

付件数 は、平均65件/月 である。

(2)配 車(予 約 と実車)の 種類 と件数

配車 には 「一般配車」(不 定期の単発 の配車)と 「定

期配車」(毎週決まった曜 日に、毎回の電話 予約 な しに

定期的 に実車 され る配車:透 析通院が多い)の2種 が

ある。各月の予約 と実車件数 を表19に 示 した。

一般配車の予約 は月平均78件 で
、実車は月平均67

トリップ(8月 以降平均)で ある。 なお、定期配車の

登録 は、12月 現在で12名 であ り、週 に2～3回 の利用

が一般的である。 そのた め定期 の実車は月平均104ト リ

ップ(約9ト リップン 月 ・人)と 多 くなっている。

表18用 件内容別件数 注)重 複回答

月 {牛

数

用件内容男11の件数

予約 登録
相談

情報提供

夢ドカロ盟

宅土紹 介
その他

7 75 5 54 22 2 2

8 79 29 49 20 1 6

9 95 42 42 29 10 18

10 68 39 44 19 ]1 5

11 56 36 23 12 3 2

12 58 34 27 17 3 5

1 43 37 S 12 0 3

2 45 71 7 5 0 3

3 65 72 10 21 0 1

計
.,

100

365

63%

264

45%

157

27%

30

S%

45

8%
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(3)予 約時期 について(8～12月 実績)

利用 日の何 日前に予約が行われ るかについて表20、

図7に 整理 した。 それ による と 「当 日」 と 「前 日」 を

合 わせた、即時の配車が約23%と 約4人 に1人 が即時

配車 を希望 している。また 「2日～1週 間前」が37%、

「1週間～2週 間前」が14%で 、利 用前2週 間 に予約

す るケー スが合わせて74%あ り、大部分 の予約が この

間 に集 中 している。

表19配 車受付数と実車件数

月
予 糸勺{牛数 実 車 トII.ンプ 数

一 舟斐 定期 合 言十
一 舟斐 定期 合 言十

7 6 0 6 一 } 一

8 S2 56 108 38 26 b4

9 66 159 225 61 74 135

10 72 113 185 62 ]06 lb8

11 50 52 102 SI 145 196

12 83 161 244 63 140 203

1 $$ 134 222 85 134 219

2 113 84 197 86 84 170

3 96 126 222 87 12b 213

合言十 626 $$5 1511 533 835 136$

平均 78 111 189 67 104 171

*平 均値は8月 以降の実績である

表20予 約間隔の実態

予約日 {牛 数

(件)

害唖合(%)

当日 45 14

23前日 29 9

2日H1週 間 前 124 37

511週 間 ～2週 間 前 46 14

2週 間以上前 70 21 21

不明 15 5 5

合 計 329 100

a50

300

zsa

件2。 。

数15。

ioo

50

0

0-一 一 占診

〔 畠
r

' 一一

`

(4)利 用時間の特性

① 利用時間:利 用時間は約 半数の48%が 午前 中に利

用 してい る。 また、 「10時」 と 「14時」に外出の ピ

ー クが ある。

② 利用曜 日:利 用 されてい る曜 日については、月曜 日

か ら金曜 日まで平均的に利用 されてい る。 なお、土

曜 日、 日曜 日には平 日と比べ ると利 用頻度 は少 ない

が、合わせ て約15%の 利用がある。

(5)外 出 目的

外出 目的は表21に 示 した とお り、「通院 ・通所 ・リ

ハ ビ リ」が多 く 「入退院 ・転院 、入退所」を合 わせて

約83%と 大半を 占める。 しか し 「移動支援セ ンター 」

を利 用 しての外出意向を調査 した登録者の事前アンケ

ー ト調査(表22)の 利 用意 向では、 「通院 ・通所 ・リ

ハ ビリ」 が65%、 「買い物 ・趣味 ・レジャー ・スポー

ツ ・旅行 ほか」の社会参加活動への外出が63%と ほぼ

同数(複 数回答 を含む)あ り、社会参加活動 のために

移送 サー ビスの利 用意 向が高い との結果 が得 られてい

る。 このこ とか ら、利用者 は社会参加 の希望 はあって

も、健康維持、医療な どに不 可欠の外 出 しかで きてい

ない と考 え られ る。

表21一 般配車の実車の外出目的

外出目的 {牛数(件) 害り合(96)

通 院 、 通 所 、 リノ・ビ リ 1: 58

入 退 院 ・転 院 、入 退所 133 25

通 学 、社 会 参力口、旅 そテ 65 12

そ のイ也 27 5

合 言十 533 100

表22外 出希望 (利用者の事前ア ンケー ト)

外出目的 イ牛 数 害IJ合
‡(%)

通 院 、 リノ・ビ リ 31

37 65通所 6

買 レ・物 8

36 fi3

通 勤 ・通 学 1

教 養 ・習 レ・事 2

友人 ・親戚への訪問 6

冠 女昏 ・葬 祭 6

趣 味 ・レシ"ヤー ・スホ'一 ツ ・旅 マ了 10

銀 そテ ・郵 便 局 ・区役 所 1

団体等の社会活動、会合参

力口

2

その他、無回答 19 19 33

合 計(複数回答) 92 一

*実 人数57人 に対する%

翻摩
図7
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:事前予約累加曲線 (6)移 動の発地 と目的地(8^-12月 実績)

発地 と目的地は表23に 示 した とお りで、
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区内」への移動が半数以上(55%)と なってお り、区

内間の短距離の移動であり、区内の医療等の施設への

移動が主 となっている。これは世田谷区内に、大規模

な医療機関の立地が集積 している地域特 性も要因と考

えられる。

表23発 地と目的地の位置

発 地

区内 23区
都

内
その他 合 言十

目
的
地

区内 150(55) 35(13) 3 2 190(69)

23区 56(20) 3(1) 0 0 59(22)

都内 3(1) 0 6 0 9(3)

その他 16(6) 1 0 0 17(6)

合計 225(82) 39 9 2 275(100)

*()内 は母数275に 対す る%を 示 す

(7)利 用頻度(8^-12月 実績)

8～12月 の5ヶ 月間で一般配車 を利用 した125人 の

内、回数記録の得 られ た実人数98人 の利用回数 を表

24に 示 した。 この内 「1回、2回 」の利用 が一般配車

全体の約75%で あ り、全体的に利用頻度 は少 ない。な

お、12A末 までの登録者196人 に対 して利用 した人は

125人(約64%)で あ る。登録 して も必ず しも利 用予

定がある訳 ではな く、必要 となった時のために一応登

録す る人 も多い と考 えられ る。

表24利 用回数別人数(8-一 一12月)

零1用回数 人 数

(人)

害叫合(%)

10回 以上 2 2

95～9回 7 7

4回 9 9

163回 7 7

2回 36 37

751回 37 38

合 計 9$ 100

VI.ま とめ と考察

(1)ま とめ

① 移動困難者における移送サー ビス需要の推計

世田谷区の移送サービスの利用対象者を 「障害者手

帳所持者」及び 「介護認定者(原 則65才 以上)」 と想

定 し、その有無から4類 型を設定 した。アンケー ト結

果から類型ごとの利用意向率を算定 した結果、世田谷

区全体で移送 サー ビスの利用意向のあ る移動 困難者 を、

10,760人 と推計す ることができた。この値 に 「一般高

齢者等」 の移動 サー ビスの利用 意向者 を暫定的に5%

の利用率 を適用 し、本稿では世 田谷 区の移動困難者を

約16,700人 と推計 した。 なお、「一般高齢者 等」に

お ける移送サー ビスの利 用意 向者の把握 は、現時点で

はできていないた め、今後 の調査で確認 してい くこと

が必要であ る。

② 移動困難者 の需要の掘 り起 こ し

「世田谷移動支援セ ンター」の登録利用者は、介護

認 定を受 けた高齢者 が多 く、特に車いす等で乗車 して

移動す る層 のニー ズに対応 した移送サー ビスの提供に

寄与 していた。

また、潜在需要の掘 り起 しにつ いては、セ ンターを

利用す る前に使 っていた一般 タクシーや 自家用車か ら、

移送サー ビスへの 交通 手段 の転換が実人数 の約25%

以上あ り、一 定程度 の新たな利 用者 の掘 り起 しに寄与

した。

「相談 ・情報提供 事業」では月平均65件 の相談を受

け、利用 登録者 も307人(2007年3月)あ り、その後

も増加 してお り(2008年1月 末 で782人)潜 在需要の

掘 り起 こ しに寄与 した ことが確認 された。

③ 「移動支援セ ンター」 の基本機能

「移 動支援セ ンター」 の基本機 能 として、わが国で

実施 され た 「移動支援セ ンター」10例 の機能 を分析 し、

基本機能 として 「配車 ・取次」機能、 「相談 ・情報提供 」

機能、供給機 能 として 「人材 育成 ・研修 、セ ンター運

営」機 能を明 らか に した。

④ 「世 田谷移動支援セ ンター 」の機能評価

「予約 ・取次」は、予約ベー スで78件/月 、「配車」

を行 った実車ベースで67ト リップ/月 の実績があ り、

登録利用者 の増加 と共に漸増 し、一定の実績 をあげて

い ることがわかった。

ただ し、利用頻度は5ヶ 月間 に1～2回 と少 な く、

また利用 目的 も 「通院 ・通所 ・リハ ビ リ」「入退院 ・転

院 、入退所」 を合わせて8割 を超 えてお り、区内間の

病院等の施設への移 動が主で あることか ら、多様な外

出 は実現で きていない ことも明 らか となった。

この よ うな状況 にっ いて、利 用者 と中間支援者(ケ

アマネージャー等)の 評価は、予備 的なアンケー トに

よ り把握 しているが、ニーズを含 めた本格的な調査 と

その結果 を踏 まえた外出拡大 の検討が課題 である。

⑤ 「世 田谷移動支援セ ンター」の今後の課題

16,000～17,000人 と推計 され る世 田谷 区の移動

サー ビス利 用者 への 「世 田谷移動支援セ ンター」の浸
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透 ・掘 り起 しと共に、多様な外出支援が課題である。
一方

、移送サービスの需要を掘 り起 し、利用の多様

化が図られると、増大する需要に対 して供給側が不足

する事態も予想される。移送サービスの担い手人材の

養成は具体的に成果を現すまでに至っていない。更に

新たな担い手が起業できる施策 も必要であ り、これ ら

が供給増への課題である。

(2)考 察

わが国で初めて実際に稼動 し始 めた 「移動支援セ ン

ター」は、移送サー ビスの利用者 を新たに発掘 しつつ

あ り、利用対象者 に浸透 しつつ あると言える。 しか し

未だ活発な利用状況にはな く、特に移動 困難 な高齢者

の外出行動の活性化に寄与すべ く、広報 、周知、 中間

支援者 との連携な ど、浸透 を図る時期にある と言 える。

今後、各地 に 「移動支援セ ンター」が設置 され、移

動困難者 の移動支援 の仕組み として一般化 され るこ と

が望まれ る。

10)世 田谷 区 「平 成18年 度 『福 祉 移 送 支 援 の し くみ 』実 証

実 験 ・効 果検 証 報 告 書(平 成19年3月:(株)ア ークポ イント)

11)寺 島 薫 、秋 山 哲 男 、福 田卓 矢 「福祉 移 動 サ ー ビス の共 同

配 車 セ ンタ ー の試 み(そ の1)一 世 田谷 区福 祉 移 動 支 援

セ ン タ ー 『そ とで る』の ス キー ム」(2007年8月 第10

回福 祉 の ま ちづ く り学 会全 国大 会 概 要 集)

12)福 田卓 矢 、寺 島 薫 、秋 山哲 男 「福 祉 移 動 サ ー ビス の共 同

配 車セ ン ター の 試 み(そ の2)一 世 田谷 区福 祉 移 動 支 援

セ ン ター 「そ とで る」の 運 用結 果 」(2007年8月 第10

回福 祉 の ま ちづ く り学 会全 国大 会 概 要集)

13)秋 山哲 男 、寺 島薫 「福 祉 交 通 サ ー ビスの 世 田谷 区 福祉 移

動 支援 セ ン ター の 計画 手 順 に 関す る研 究 」(2007年ll

月 第36回 土木 計 画 学 秋 大 会)

14)寺 島薫 、秋 山哲 男 「世 田谷 区福 祉 移 動 支 援 セ ン ター の利

用 実 態 につ い て 」(2007年11月 第36回 士 木 計 画 学秋

大 会)

15)「 世 田谷 区福 祉 移 動 支 援 セ ン ター連 絡 会 」 配 布 資 料

(2007.5.15)

16)「 せ た がや 福 祉 移 動 サ ー ビス案 内 」(平 成19年4月:世

田谷 区保 健 福祉 部 障害 者 地 域 生 活 課)
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(受理
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